




 

議案第３６号 

 

令和２年度瑞穂町下水道事業会計予算 

  

（総則） 

第１条 令和２年度瑞穂町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）計画人口                      ３２,８００人 

（２）年間処理水量                  ３,７０７,０００㎥ 

（３）一日平均処理水量                  １０,１５６㎥ 

（４）主な建設改良事業 

公共下水道事業委託              １８６,２５９千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収  入 

 第１款 下水道事業収益              １,２８０,９２５千円 

  第１項 営業収益                 ６００,００９千円 

  第２項 営業外収益                ６８０,９１６千円 

支  出 

第１款 下水道事業費用                １,１９６,８８５千円 

  第１項 営業費用               １,１４０,１８５千円 

  第２項 営業外費用                 ４３,２１９千円 

  第３項 特別損失                   ８,４８１千円 

  第４項 予備費                    ５,０００千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する額１６４,２２５千円は、当年度分消費税及

び地方消費税資本的収支調整額４０,３１７千円、引継金２２,８０２千円、

当年度分損益勘定留保資金７５,１４６千円、当年度利益剰余金処分額２５, 



 

９６０千円で補填するものとする。）。 

収  入 

 第１款 資本的収入                  ４４４,１３８千円 

  第１項 企業債                  ２２７,７５３千円 

  第２項 他会計出資金               １８５,６６４千円 

    第３項 補助金                   ２７,８３９千円 

  第４項 負担金                    ２,８８２千円 

支  出 

第１款 資本的支出                   ６０８,３６３千円 

  第１項 建設改良費                ４５９,６０１千円 

  第２項 企業債償還金               １４８,７６２千円 

 （特例的収入及び支出） 

第４条の２  地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第４条第４

項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金

及び未払金の金額は、それぞれ６０,３３１千円及び１１７,５３１千円であ

る。 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとお

りと定める。 

事 項 期 間 限 度 額 

瑞穂町水洗便所改造資金 

融資損失補償 

令和２年度から 

令和５年度まで 

金融機関がこの融資により回

収不能となった元利償還金 

 （企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとお

りと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

公共下水道 

事業債 

千円

１７６,０００

 

 
証書借入 

又は 

証券借入 

２ ． ０ ％ 以

内 

（ た だ し 、

利 率 見 直 し

方 式 で 借 り

入 れ る 場

合 、 利 率 見

直 し を 行 っ

た 後 に お い

ては、当該 

借入のときから

据置期間を含め

４０年以内に元

金均等又は元利

均等償還する。

ただし、町財政

の都合により償

還 年 限 を 短 縮

し、又は低利債

に借換えするこ

流域下水道 

事業債 
５１,７５３
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オ　期末手当・勤勉手当

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（令和２年１月１日現在）

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

キ　地域手当（令和２年１月１日現在） ク　特殊勤務手当

全 域

％ ％ ％

人 ％ ％

地域区分により

～ 0 ％

ケ　その他の手当（令和２年１月１日現在）

 配偶者 6,000円（4級職員 3,000円）  配偶者 6,500円

 子 9,000円  子 10,000円

 満16歳の年度初めから満22歳の年度末  満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子

 までの子 1人につき 4,000円を加算  1人につき 5,000円を加算

 父母等 6,000円（4級職員 3,000円）  父母等 6,500円

 

 当該年度末35歳未満の世帯主等で借家人 

 15,000円  借家家賃区分に応じて 27,000円まで

 交通機関使用者 55,000円まで  交通機関使用者 55,000円まで

 交通用具使用者 7,400円まで  交通用具使用者 31,600円まで

備　　考

本 年 度 2.175

6月 12月 3月 級等による加算措置
区　　分

支 給 期 別 支 給 率
支 給 率

職制上の段階職務の

月分 有月分 2.225 月分 0.25 月分 4.65

前 年 度 2.15 月分 2.20 月分

国の制度

0.25 月分 4.60 月分 有

4.50 月分 有2.25 月分 2.25 月分

備　　考区　　分 20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最 高 限 度
そ の 他 の

（2％～20％加算）

加 算 措 置 等

支給率等
23.00 30.50 43.00 43.00 定年前早期退職特例措置

47.709 47.709 定年前早期退職特例措置
国の制度

24.586875 33.27075

支 給 対 象 地 域 区　　　　　　分 全　職　種 一般行政職

(支給率等) （2％～45％加算）

支給対象職員数 6
支 給 対 象 職 員 の 比 率
（令和2年1月1日現在）

83.3 83.3

支 給 率 10.0 給料総額に対する比率 0.12 0.12

手 当 の 名 称

国 の 制 度 代 表 的 な 特 殊 勤 務
 特定危険現場作業手当

（ 支 給 率 ） 20.0

住 居 手 当 月 額

通 勤 手 当 月 額

扶 養 手 当 月 額

区　　　分 町 国

— 12 —



— 13 —



— 14 —



— 15 —



— 16 —



— 17 —



— 18 —





— 20 —



— 21 —



— 22 —



— 23 —



— 24 —



— 25 —



— 26 —



8 公共下水道事業計画変更認可設計 8,547

24 賃借料 724 1 下水道積算システム機器借上料 724

27 負担金 204 1 日本下水道協会負担金 116

2 多摩川上流流域下水道事業対策協議会負 5

担金

3 職員実務研修会負担金 23

4 下水道事業積算施工適正化委員会負担金 20

5 全国町村下水道推進協議会東京都支部負 20

担金

6 東京都総合治水対策協議会負担金 20

30 保険料 40 1 自動車保険料 40

31 公課費 7 1 自動車重量税 7

32 補助交付金 5 1 水洗便所改造資金利子補給金 5

35 報償費 2 1 下水道事業受益者負担金納期前納付報奨 2

金

38 貸倒引当金繰入額 176 1 貸倒引当金繰入額 176

39 賞与引当金繰入額 2,277 1 賞与引当金繰入額 2,277

1 有形固定資産 607,520 1 建物 9,688

減価償却費 2 構築物 587,221

3 機械及び装置 10,611

2 無形固定資産 26,001 1 施設利用権 26,001

減価償却費

1 企業債利息 38,470 1 公共下水道事業債 33,286

2 流域下水道事業債 5,166

3 一時借入金 18

1 消費税及び地方消 4,749 1 消費税及び地方消費税 4,749

費税

1 過年度損益修正損 30 1 下水道事業受益者負担金等過誤納還付金 30

1 賞与引当金繰入額 2,266 1 賞与引当金繰入額 2,266

（単位：千円）

節
説　　　　　明

区　　分 金　　額
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1 その他特別損失 6,185 1 法適用前期間に係る貸倒引当金 1,070

2 令和元年度分消費税及び地方消費税 5,115

1 予備費 5,000 1 予備費 5,000

（単位：千円）

節
説　　　　　明

区　　分 金　　額
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1 公共下水道事業債 176,000 1 公共下水道事業債 176,000

2 流域下水道事業債 51,753 1 流域下水道事業債 51,753

1 一般会計出資金 185,664 1 一般会計出資金 185,664

1 国庫補助金 26,400 1 社会資本整備総合交付金 23,380

2 防災・安全交付金 3,020

1 都補助金 1,439 1 市町村下水道事業都費補助金 1,439

1 受益者負担金 1,118 1 下水道事業受益者負担金 1,118

1 国庫負担金 1,764 1 流域下水道横田基地分見舞金 1,764

（単位：千円）

節
説　　　　　明

区　　分 金　　額
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1 給料 7,493 1 一般職員給　２人 7,493

2 手当 5,186 1 扶養手当 252

2 地域手当 775

3 超過勤務手当 306

4 通勤手当 82

5 住居手当 180

6 特殊勤務手当 15

7 期末・勤勉手当 3,396

8 児童手当 180

5 法定福利費 2,431 1 法定福利費 2,431

6 退職給付費 1,087 1 退職給付費 1,087

8 旅費 109 1 職員普通旅費 109

9 備消品費 231 1 消耗品費 231

22 委託料 211,969 1 都道掘削復旧工事監督業務 300

2 公共下水道事業 186,259

3 管渠布設工事実施設計 25,410

27 負担金 101,450 1 水道移設工事負担金 1,000

2 架空線移設工事負担金 450

3 箱根ケ崎駅西土地区画整理事業下水道負 100,000

担金

28 工事請負費 72,773 1 公共下水道管渠布設工事 72,773

1 多摩川上流流域下 56,872 1 多摩川上流流域下水道建設負担金 56,872

水道建設負担金

1 公共下水道事業債 130,758 1 公共下水道事業債 130,758

2 流域下水道事業債 18,004 1 流域下水道事業債 18,004

（単位：千円）

節
説　　　　　明

区　　分 金　　額
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